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7月
（文月） JULY

19日・海の日

企業の税負担を軽減させる特別償却や税額
控除など、租税特別措置の適用実態を明らか
にするため、平成22年度税制改正で、租税特
別措置の適用を受ける企業に対して提出が義
務付けられることになった書類。平成23年４
月１日以後に終了する事業年度の法人税の申
告から適用されます。

国　税／6月分源泉所得税の納付             7月12日
国　税／納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月分）の納付
                                                        7月12日
国　税／所得税予定納税額の減額承認申請   7月15日
国　税／所得税予定納税額第1期分の納付  8月2日
国　税／5月決算法人の確定申告（法人税・消費
             税等）、11月決算法人の中間申告  8月2日
国　税／8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告
            （年3回の場合）  8月2日
地方税／固定資産税（都市計画税）第2期分の納付
                                   市町村の条例で定める日
労　務／社会保険の報酬月額算定基礎届  7月12日
労　務／労働保険料（概算・確定）申告書の提出・
           （全期・１期分）の納付              7月12日
労　務／障害者・高齢者雇用状況報告       7月15日
労　務／労働者死傷病報告（4月〜6月分）  8月2日

租特透明化法の「適用額明細書」

7 月 の 税 務 と 労 務
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定
時
決
定
と
は
、
毎
年
七
月
一
日

（
定
時
）
に
標
準
報
酬
を
見
直
す

（
決
定
）
こ
と
を
い
い
ま
す
。

社
会
保
険
（
健
康
保
険
及
び
厚
生

年
金
保
険
）
は
、
保
険
料
を
徴
収
し

た
り
、
保
険
事
故
（
ケ
ガ
・
病
気
、

死
亡
、
出
産
、
老
齢
、
障
害
）
が
発

生
し
た
場
合
に
は
、
実
際
に
支
給
さ

れ
る
報
酬
月
額
（
給
与
）
で
は
な
く

標
準
報
酬
月
額
（
仮
の
等
級
を
作
り
、

一
定
の
範
囲
に
報
酬
月
額
を
あ
て
は

め
た
も
の
）
に
基
づ
き
保
険
料
額
や

支
給
額
を
決
定
し
て
事
務
の
簡
素
化

を
図
っ
て
い
ま
す
。

一
度
定
時
決
定
で
決
ま
っ
た
標
準

報
酬
月
額
は
、
給
与
の
変
動
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
年

の
九
月
か
ら
一
年
間
固
定
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
標
準
報
酬
月
額
を
毎

年
一
定
の
時
期
に
見
直
す
こ
と
に
よ

り
、
実
態
に
即
し
た
保
険
料
の
徴
収

と
保
険
給
付
を
行
う
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

以
下
、
定
時
決
定
に
際
し
、
留
意

す
べ
き
点
を
掲
げ
ま
す
。

定
時
決
定
は
、
毎
年
七
月
一
日
時

点
に
お
い
て
適
用
事
業
所
に
使
用
さ

れ
る
以
下
に
該
当
す
る
全
被
保
険
者

を
対
象
に
行
わ
れ
ま
す
。

①
　
五
月
末
日
ま
で
に
入
社
し
た
人

②
　
七
月
一
日
以
降
に
退
職
す
る
人

③
　
欠
勤
中
の
人

④

休
職
中
の
人
（
育
児
休
業
、
介

護
休
業
を
含
む
）

一
方
、
次
の
人
は
定
時
決
定
の
対

象
か
ら
除
か
れ
る
た
め
、
算
定
基
礎

届
に
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
　
六
月
一
日
以
降
に
入
社
し
た
人

②
　
六
月
末
日
ま
で
に
退
職
し
た
人

③

七
月
に
月
額
変
更
届
ま
た
は
育

児
休
業
等
終
了
時
変
更
届
を
提
出

す
る
か
、
八
月
ま
た
は
九
月
に
提

出
す
る
予
定
の
人

社
会
保
険
で
は
、
被
保
険
者
が
労

働
の
対
償
と
し
て
事
業
主
か
ら
受
け

る
す
べ
て
の
も
の
が
報
酬
（
金
銭
に

よ
る
も
の
と
現
物
に
よ
る
も
の
と
を

問
わ
な
い
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
賃
金
、
給
与
、
報
酬
、

賞
与
、
手
当
な
ど
名
称
に
関
係
な
く
、

原
則
と
し
て
報
酬
と
な
り
ま
す
。

反
対
に
報
酬
と
な
ら
な
い
も
の
に
、

①
年
三
回
以
下
支
給
さ
れ
る
賞
与
、

②
事
業
主
が
恩
恵
的
に
支
給
す
る
結

婚
祝
金
、
災
害
見
舞
金
、
病
気
見
舞

金
、
死
亡
弔
慰
金
、
③
事
業
主
以
外

の
者
か
ら
支
給
を
受
け
る
傷
病
手
当

金
（
健
康
保
険
）
、
休
業
補
償
給
付

（
労
災
保
険
）
、
年
金
、
恩
給
、
④

被
保
険
者
の
財
産
収
入
に
よ
る
家
賃
、

預
金
利
子
、
地
代
、
⑤
臨
時
に
受
け

る
大
入
袋
、
⑥
実
費
弁
償
的
な
出
張

旅
費
、
⑦
そ
の
他
退
職
金
、
解
雇
予

告
手
当
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

交
通
費
に
つ
い
て
は
、
支
給
額
の

全
額
が
報
酬
と
な
り
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
定
期
券
を
六
カ
月
単
位
で
支

給
し
て
い
る
場
合
は
、
六
で
割
っ
た

額
が
報
酬
月
額
と
な
り
ま
す
。

通
勤
手
当
を
算
定
基
礎
届
に
記
入

す
る
場
合
、
現
金
で
支
給
し
て
い
る

と
き
は
「
通
貨
に
よ
る
も
の
の
額
」

の
欄
に
、
定
期
券
や
回
数
券
で
支
給

し
て
い
る
と
き
は
「
現
物
に
よ
る
も

の
の
額
」
の
欄
に
記
入
し
ま
す
。

算
定
基
礎
届
に
記
入
す
る
報
酬
月

額
は
、
実
際
に
四
月
中
、
五
月
中
及

び
六
月
中
に
支
給
し
た
社
会
保
険
料

等
控
除
前
の
総
支
給
額
で
す
。

報
酬
支
払
基
礎
日
数
と
は
、
報
酬

額
を
決
定
す
る
際
の
計
算
の
基
礎
と

な
っ
た
日
数
を
い
い
ま
す
。

a

月
給
制
の
場
合

そ
の
月
に
何
日
休
ん
で
も
給
与

の
額
が
変
わ
ら
な
い
た
め
、
出
勤

日
数
に
関
係
な
く
暦
日
数
が
支
払

基
礎
日
数
と
な
り
ま
す
。

s

日
給
月
給
制
の
場
合

欠
勤
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
日

               7月号        2

定
時
決
定
の
対
象
者

報
酬
の
範
囲

報
酬
支
払
基
礎
日
数

算
定
基
礎
届
に
記
入
す
る
報
酬
月
額

交
通
費
（
通
勤
手
当
）
の
取
扱



3         7月号

数
分
に
応
じ
て
給
料
が
差
し
引
か

れ
る
日
給
月
給
制
の
場
合
は
、
就

業
規
則
や
給
与
規
程
等
で
定
め
て

あ
る
欠
勤
控
除
の
規
定
に
基
づ
き
、

会
社
が
定
め
た
日
数
か
ら
欠
勤
日

数
を
差
し
引
い
た
日
数
が
支
払
基

礎
日
数
と
な
り
ま
す
。

d

日
給
制
の
場
合

出
勤
（
稼
働
）
日
数
（
有
給
休

暇
を
含
む
）
が
支
払
基
礎
日
数
と

な
り
ま
す
。

定
時
決
定
の
対
象
と
な
る
月
は
、

四
月
、
五
月
、
六
月
の
う
ち
支
払
基

礎
日
数
が
一
七
日
以
上
あ
る
月
で
す

の
で
、
一
七
日
未
満
の
月
が
あ
る
場

合
は
、
そ
の
月
を
除
い
て
平
均
額
を

出
し
ま
す
。

短
時
間
就
労
者
に
つ
い
て
は
、
一

般
の
被
保
険
者
と
異
な
り
、
次
の
よ

う
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

①

報
酬
支
払
基
礎
日
数
が
三
カ
月

と
も
一
七
日
以
上
あ
る
場
合
は
、

三
カ
月
の
報
酬
額
を
三
で
割
り
ま

す
。

②

一
カ
月
で
も
一
七
日
以
上
あ
る

場
合
は
、
一
七
日
以
上
あ
る
月
で

決
定
さ
れ
ま
す
。

③

三
カ
月
と
も
一
五
日
以
上
一
七

日
未
満
の
場
合
は
、
三
カ
月
の
報

酬
額
を
三
で
割
り
ま
す
。

④

一
五
日
以
上
一
七
日
未
満
の
月

が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
月
だ
け
で

決
定
さ
れ
ま
す
。

⑤

三
カ
月
と
も
一
五
日
未
満
で
あ

る
場
合
は
、
従
前
の
標
準
報
酬
月

額
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
は
本
来
の
支
給
額
で
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
九
月
以
降
に
受

け
る
べ
き
報
酬
月
額
を
保
険
者
に
よ

り
算
定
（
五
月
と
六
月
の
二
カ
月
平

均
で
決
定
）
し
ま
す
。

低
額
の
休
職
給
を
支
給
し
た
と
き

は
、
そ
の
月
を
除
い
て
計
算
し
ま
す
。

三
カ
月
と
も
休
職
給
を
支
給
し
た
と

き
は
、
従
前
の
標
準
報
酬
月
額
で
決

定
し
ま
す
。

育
児
休
業
等
を
と
り
、
三
カ
月
と

も
給
与
の
支
払
い
が
な
い
と
き
は
、

休
業
直
前
の
標
準
報
酬
月
額
で
決
定

さ
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
そ
の
間
会
社
が
手
当

等
を
支
給
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
報
酬
支
払
基
礎
日
数
が
一
七
日

未
満
で
あ
る
た
め
、
従
前
の
標
準
報

酬
月
額
と
な
り
ま
す
。

病
気
欠
勤
、
休
職
な
ど
で
、
報
酬

支
払
基
礎
日
数
が
一
七
日
未
満
の
月

が
あ
る
人
の
場
合
は
、
一
七
日
未
満

の
月
を
除
い
て
算
定
し
ま
す
。

ま
た
、
三
カ
月
間
と
も
欠
勤
し
た

場
合
は
、
保
険
者
算
定
と
し
て
、
休

業
直
前
の
標
準
報
酬
を
も
っ
て
決
定

し
ま
す
。

厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所
に

使
用
さ
れ
る
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
者

（
短
時
間
就
労
者
は
除
く
）
に
つ
い

て
は
、
六
〇
歳
台
後
半
の
在
職
老
齢

年
金
と
同
様
の
仕
組
み
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
年
金
額
の
調
整
に
必

要
と
な
る
報
酬
月
額
及
び
賞
与
の
金

額
を
把
握
す
る
た
め
に
、
通
常
の

「
算
定
基
礎
届
」
と
一
緒
に
、
「
七

〇
歳
以
上
被
用
者
�算
定
基
礎
・
月
額

変
更
・
賞
与
支
払
届
」
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

七
月
一
日
か
ら
七
月
一
〇
日
ま
で

に
、
「
被
保
険
者
報
酬
月
額
算
定
基

礎
届
」
に
以
下
の
書
類
を
添
付
し
て
、

年
金
事
務
所
、
健
康
保
険
組
合
、
厚

生
年
金
基
金
の
う
ち
加
入
し
て
い
る

制
度
に
提
出
し
ま
す
。

①

被
保
険
者
報
酬
月
額
算
定
基
礎

届
総
括
表

②

被
保
険
者
標
準
報
酬
月
額
算
定

基
礎
届
�総
括
表
�附
票
（
雇
用
に
関

す
る
調
査
票
）

③

賃
金
台
帳
・
タ
イ
ム
カ
ー
ド

④
　
源
泉
所
得
税
領
収
証
書
な
ど

報
酬
支
払
基
礎
日
数
の
対
象
月

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
算
定
方
法

低
額
の
休
職
給
を
受
け
た
と
き

七
〇
歳
以
上
の
被
用
者

定
時
決
定
に
係
る
手
続
き

病
気
欠
勤
が
あ
る
人
の
場
合

四
月
に
途
中
入
社
し
、

日
割
で
一
八
日
分
の

給
与
を
支
払
っ
た
と
き

育
児
休
業
中
で
報
酬
を

受
け
て
い
な
い
と
き



60歳台後半の在職老齢年金
65歳以後厚生年金の被保険者として在

職する場合には年金額が支給調整（減額）
されることがあります。これを60歳台後
半の在職老齢年金（高在老）といい、在職
している限り70歳以降も支給調整の対象
となります。

年金月額の支給停止額は、総報酬月額相
当額（その月の標準報酬月額とその月以前
１年間の標準賞与額の総額を12で割った
額とを合算した額）と基本月額（老齢厚生
年金（加給年金額を除く）を12で割った
額）に基づき、次の計算式から求めます。
① 総報酬月額相当額と基本月額の合計額

が47万円（支給停止調整額という。以
下同じ）を超える場合
…（総報酬月額相当額＋基本月額−47
万円）÷2

② 総報酬月額相当額と基本月額の合計額
が47万円以下の場合

…全額の年金が支給
平成22年４月から支給停止調整額

が、48万円から47万円に引き下げられ
て、受給者の年金額が減額されることと
なりました。ちなみに、60歳台前半の
在職老齢年金も同じです。

たとえば、年金月額10万円、給与36
万円、年間90万円（月額7万5,000円）
の賞与が支給されている人の、その月の
年金支給停止額は3万2,500円、つまり
年金支給額は6万7,500円（従前は7万
2,500円）となります。
（360,000円＋75,000円＋100,000
円−470,000円）÷２＝32,500円

また、年金月額10万円、給与59万円
の場合は、年金は全額支給停止となりま
す。
（590,000円＋100,000円−470,000
円）÷2＝110,000円
なお、年金額が支給調整されるのは老齢

厚生年金だけで、老齢基礎年金は全額受け
られます。

               7月号        4

子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支
援

す
る
た
め
に
、
子
ど
も
手
当
と
し
て

平
成
二
十
二
年
六
月
、
十
月
、
平
成

二
十
三
年
二
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月

ま
で
の
分
が
、
平
成
二
十
三
年
六
月

に
二
月
分
と
三
月
分
が
支
給
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

子
ど
も
手
当
の
支
給
対
象
と
な
る

子
ど
も
は
、
中
学
校
修
了
前
ま
で
の

子
ど
も
で
、
小
学
校
修
了
ま
で
の
児

童
に
支
給
さ
れ
る
児
童
手
当
よ
り
範

囲
が
広
く
、
し
か
も
児
童
手
当
の
よ

う
に
所
得
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。

支
給
額
は
、
月
額
一
万
三
千
円

（
児
童
手
当
の
支
給
額
を
含
む
）
に

子
ど
も
の
数
を
掛
け
た
額
で
、
市
区

町
村
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

今
般
の
制
度
創
設
に
伴
い
、
子
ど

も
手
当
を
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
る

人
は
、
住
所
地
の
市
区
町
村
で
認
定

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

申
請
手
続
き
等
も
含
め
て
担
当
窓
口

に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

国民健康保険料の軽減措置
雇用保険の特定受給資格者（倒産・解

雇などにより離職した者）及び特定理由
離職者（雇止めなどにより離職した者）
の国民健康保険料が、離職日の翌日から
その翌年度末までの間、前年所得の給与
所得を30％として算定される制度（軽減
制度）として平成22年４月１日からスタ
ートしました。今年度この軽減制度の対
象となる人は、平成21年３月31日以降に
離職した人です。

この改正に伴い、国民健康保険に加入
するほうが保険料が低くなるため、任意
継続被保険者から国民健康保険の被保険
者となることを希望する場合は、任意継
続被保険者の資格を喪失させた後（任意
継続被保険者は、毎月の保険料を納付期
限（10日）までに納付しないと、その翌
日に自動的に資格を喪失する）に加入す
ることとなります。

詳しくは住所地の市区町村にお問い合
わせ下さい。
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